
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１２月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０那第５１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年８月３１日 １７時３５分ごろ 

発生場所 沖縄県名護市運天
うんてん

港 

名護市奥
お

武
う

島三角点から真方位２５４°１,４７０ｍ付近 

（概位 北緯２６°３８.２′ 東経１２８°０１.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

貨物船 第七海宝
かいほう

丸、９１５トン 

 １３３７４８、沖縄砂利採取事業協同組合 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷船底塗料剥離 

 事故等の経過 本船は、船長ほか５人が乗り組み、船首約４.０ｍ、船尾約５.０ｍの喫

水で、台風から避難するため運天港にて両舷錨鎖７節を繰り出して錨泊

中、西からの暴風に船体が圧流され、平成２２年８月３１日１７時３５分

ごろ、屋
や

我地
が じ

島南岸沖の浅瀬に乗り揚げた。 

本船は、自力で離礁して目的地に向かった。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西、風力 １１（最大瞬間風速４６.８m/s）、視 

 程 約０.６km 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

   大雨警報、暴風警報、波浪警報が発表されていた。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  本船は、荒天下の運天港内に錨泊中、台風の通

過により西からの風力１１の風を受けて圧流され

たため、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、荒天下の運天港内で錨泊中、台風の通過により西か

らの風力１１の風を受けて圧流されたため、浅瀬に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

 

 




